
 
 

調 達 公 告 

 

一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。 

本件入札への参加を希望する者は、次に定める事項のほか入札説明書等に定める事項を承知の上、応募するこ

と。 

 

   令和８年４月８日 

 

                            公立大学法人公立鳥取環境大学 

                             理事長  小林 朋道 

 

Ⅰ 入札対象工事 
１ 工事名称  学生センター棟ＺＥＢ化改修工事（機械設備・建築） 

２ 工事場所  鳥取市若葉台北一丁目 

３ 工事の内容並びに構造及び規模 

         学生センター棟ＺＥＢ化のため、空調換気設備、給湯設備等の改修を行う。 

４ 工  期  令和９年６月３０日まで 

５ 発注工種  管工事 

６ 設計価格  ３２３，８４０，０００円 （消費税及び地方消費税に額を含む） 

７ 発注機関  公立大学法人公立鳥取環境大学事務局総務課 

８ 支払い条件 

 ア 令和８年度  契約額の４０％に相当する額を超えない額 

 イ 令和９年度  契約額から令和８年度に支払う額を差し引いた額 

 

Ⅱ 入札参加者の条件 

１ 会社要件  

（１）単独・共同企業体の別 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）とする。 

（２）共同企業体 鳥取県土整備事務所管内又は八頭県土整備事務所管内に本店がある２者による自主結 

           成とする。 

（３）建設業許可 管工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可があること。（２者共） 

（４）入札参加資格 鳥取県建設工事入札参加資格に登録され、登録種別が管工事、等級Ａである者。（２者 

共） 

（５）各構成員の出資比率は、２０％以上とする。 

（６）代表者は、出資比率が異なる場合は出資比率の最も大きな者とし、それが複数ある場合は構成員によっ

て決定された者とする。 

（７）各構成員は、本件入札において他の共同企業体の構成員になることができない。 

（８）建設業許可 管工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可があること。（２者共） 

 ２ 共同企業体の代表者の資格 

（１）平成２３年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している管工事で、総額１億円（税込み）以上の工事 

を元請として施工した実績があること。ただし、共同企業体の構成員として施工した実績については、出 

資比率が２０％以上のものに限る。 

（２）本件工事の施工期間中、次の基準を満たす監理技術者を専任で配置できる者であること。 



 
 

 （ア）建設業法第２７条第１項に規定する技術検定（建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７ 

条第１項の表の上欄に掲げる検定種目を管工事とし、かつ、同条第２項に規定する区分を一級とするも 

のに限る。）の合格証明書を交付している者（以下「一級管工事施工管理技士」という。）であること。 

 （イ）当該代表者と直接的かつ恒常的な雇用関係（第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義 

務関係であって、入札参加申請の提出があった日の３月以上前から継続している者をいう。以下同じ。） 

にある者であること。 

 （ウ）平成２３年度以降に工事が完成し、引渡しが完了している管工事で、総額１億円（税込み）以上の工 

事の監理技術者、主任技術者又は現場代理人、かつ、一級管工事施工管理技士として従事した実績があ 

ること。ただし、共同企業体の構成員の主任技術者（一級管工事施工管理技士のみ可）として従事した 

場合は、出資比率が２０％以上の工事に限る。 

 （エ）監理技術者は、建設業法第２７条の１８第１項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者 

で、かつ、同法第２６条第５項の国土交通大臣の登録を受けた講習を受講している者であること。 

３ 共同企業体の代表者以外の構成員の資格 

（１）本件工事の施工期間中、次の基準を満たす主任技術者を専任で配置できる者であること。 

 （ア）建設業法第２７条第１項に規定する技術検定（建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７ 

条第１項の表の上欄に掲げる検定種目を管工事とし、かつ、同条第２項に規定する区分を一級又は二級 

とするものに限る。）の合格証明書を交付している者（以下「一級又は二級管工事施工管理技士」とい 

う。）であること。 

 （イ）当該構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 

４ 本件工事に係る設計業務の受託者と資本若しくは人事面において関連を有する者でないこと。 

    学生センター棟ＺＥＢ化改修工事基本・実施設計業務委託 

      受 注 者   株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

      代表者氏名   中国支店長 鷺森 理 

住   所   広島市中区白島町１４－１５ 

（１）設計業務の受託者と資本若しくは人事面において関連を有する者とは、発行済株式総数の１００分の５ 

０を超える株式を有し又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている法人。若しくは法人の 

代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における法人。 

 

Ⅲ 応募方法 

１ 入札参加申請と入札参加資格の決定 

（１）提出場所及び様式の交付場所  

以下の場所に電子メール、ファクシミリ、郵送又は持参にて提出すること。様式は本

ホームページからダウンロードすること。 

  鳥取市若葉台北一丁目１番１号 

  公立大学法人公立鳥取環境大学事務局総務課 

  電    話 ０８５７－３８－６７０１ 

  ファクシミリ ０８５７－３８－６７１７ 

メールアドレス chotatsu@kankyo-u.ac.jp 

（２）入札参加申込書類 

    ○制限付一般競争入札参加申込書【様式１】 

 ※鳥取県の定める「制限付一般競争入札参加申込書作成要領」に準じて作成し、添付

書類も同様の取扱いとすること。 

           ○入札保証金免除申請書【様式第２号】 



 
 

           〇共同企業体関係 入札確認書・委任状・協定書【様式第８号～】 

（３）提出期限 令和８年４月２０日（月）午後５時まで 

（４）提出部数 １部 

（５）提出の方法 電子メール、ファクシミリ、郵送又は持参にて提出すること。 

（６）審査結果の通知  提出のあった制限付一般競争入札参加申込書類に対する入札参加資格の適合の可

否、並びに入札保証金の免除の可否については、令和７年４月２２日（水）までに、

ファクシミリ又は電子メールで通知するものとする。 

２ 入札手続 

（１）入札方式  紙入札 

（２）質問書提出期限  令和８年４月１５日（水）午後５時まで 

（３）回答期限  令和８年４月１７日（金）午後５時まで 

（４）入札書提出期限  令和８年５月７日（木）午後５時まで 

（５）入札書提出方法  郵便等による。（持参は認めない） 

 書留郵便（親展と明記すること）又は民間事業者による信書の送達に関する法律

（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第

９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務

のうち書留郵便に準ずるもの（親展と明記すること）により、１（１）場所に送付

すること。（入札書を入れた封筒は「入札書在中」と朱書きすること） 

（６）入札日時  令和８年５月８日（金）午前１０時 即時開札 

（７）入札会場  鳥取市若葉台北一丁目１番１号 

    公立鳥取環境大学本部棟２階 会議室 

 （８）入札執行の立合  認めない 

 （９）再度入札    ・入札執行の結果、落札者が決定しない場合は、直ちに２回目の入札を行う。 

            ・同様に２回目の落札者が決定しない場合は、直ちに３回目の入札を行う。 

            ・２、３回目の入札連絡は、参加申込書の連絡先に電話でお知らせしますので、再度

入札可能な状態で入札執行時間は待機すること。（概ね１時間程度） 

              ※再度入札は電子メール又はファクシミリの方法により提出 

              ※入札書又は辞退届を送信し、送信後原本を別途直ちに郵送すること。 

              ※送信先 FAX番号 0857-38-6717  

メールアドレス chotatsu@kankyo-u.ac.jp 

（10）入札保証金  開札日に有効な入札参加資格を有している者に限り免除とする。 

（11）最低制限価格制度 適用する 

 

Ⅳ 工事関係図書  

１ 資料（PDF） 

 （１）入札説明書 

（２）工事関係説明書 

（３）現場説明書 

（４）特記事項（施工条件明示事項） 

（５）設計図面 

２ 様式（XLSX）  

  数量入内訳書    

３ 様式（WORD） 



 
 

 （１）制限付一般競争入札参加申込書【様式１】 

 （２）入札保証金免除申請書【様式第２号】 

 （３）質問書【様式第４号】 

 （４）共同企業体書式【様式第８号～】 

 （５）委任状【様式第５号】 

 （６）入札書【様式第６号】 

４ くじ抽選方法（PDF） 

  くじ抽選の方法 

 

Ⅴ 問合せ先   

 鳥取市若葉台北一丁目１番１号 

 公立大学法人公立鳥取環境大学 

 事務局総務課  電    話 ０８５７－３８－６７０１ 

   ファクシミリ ０８５７－３８－６７１７ 


